
  

地方公営企業等の労働関係に関する法律に基づく認定・告示 

 

 地方公営企業又は特定地方独立行政法人（以下「地方公営企業等」という。）の職員の非組合員の範囲に

ついて、地方公営企業等に勤務する職員が結成、または加入する労働組合について、地方公営企業等の労働

関係に関する法律第５条第２項の規定により、労働委員会が認定し、告示します。 

 

 なお、地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第３項の規定により、地方公営企業等は、職を新設

し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならないとされています。 

 

１ 認定手続の開始 

   認定の手続は当該職員が勤務する地方公営企業等や、当該職員が結成又は加入する労働組合からの文書

による申出その他の事由に基いて、公益委員会議において必要と認めた場合に開始することとされていま 

す。                                        （労働委員会規則第 28 条） 

※ 認定・告示を受けようとする労働組合の代表者及び地方公営企業等の代表者は、申出書及び必要資料を、

当委員会に提出してください。 

 

 

２ 認定手続 

   労働委員会が認定を行う際には、地方公営企業等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係する者

の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査を行い、調査が終わったときは公益委員会議で 

認定しなければならないこととされています。             （労働委員会規則第 28 条の２） 

 

 

３ 告示 

   労働委員会が認定を行ったときは、遅滞なく告示することとなっています。 

   なお、告示には次に掲げる事項を記載することとされています。 

  ⑴  地方公営企業等の名称 

  ⑵  組合の名称または表示 

  ⑶  労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲（勤務箇所・職名） 

  ⑷  認定及び告示の年月日 

  ⑸  委員会名                                               （労働委員会規則第 28 条の３） 

 

 

 

      ＜お問合せ先＞ 

       〒900-0036  沖縄県那覇市西３－１１－１（沖縄県三重城合同庁舎７階） 

              沖縄県労働委員会事務局 調整審査課 

               ＴＥＬ ０９８－８６６－２５５１ 

               ＦＡＸ ０９８－８６６－２５５４ 


